
消防団サポート事業とは？

富士川町消防団員が物品購入等の再、料金の割引やポイント特典など優遇措置を長期間（6か月以上）

行っていただける店舗、事業所のことです。ご利用のサポート店様には、店頭に下記のサポート店表示

表を掲示していただき、消防団員サポートカードの提示があった場合、登録時に定めていただいた優遇

措置のサービスをお願いいたします。

優遇措置の一例として.....

・購入代金の 5％割引・小鉢サービス・ワンドリンクサービス・点検、車検時オイル交換無料など

お問い合わせ先

富士川町防災交通課 TEL 0556-22-7218

富士川町商工会（協賛）TEL 0556-22-0870
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